
令和４年１月１８日  
清瀬第十小学校保護者の皆様 

清 瀬 市 教 育 委 員 会 教育長 坂田 篤   
清瀬市立清瀬第十小学校 校長   大谷 憲司  

  
感染症対策等のための希望者を対象とした「オンライン授業」の実施について（再通知） 

  
日頃より、本市の教育施策並びに本校の教育活動につきまして、御理解と御協力を賜り、厚く御

礼申し上げます。 
標記の件につきまして、９月２１日付のおたよりにてお知らせしたところですが、３学期に入り

全国的な感染状況が悪化していることから、再度この件についてお知らせいたします。 
本校では、９月下旬より感染拡大防止の観点から、感染への不安等から登校を控えている児童の

希望者を対象とした、学習端末（Chromebook）によるオンライン授業を行っています。 
つきましては、新たに標記オンライン授業を希望する方は、下の希望票に御記入の上、１月２０

日（木）までに、担任へ御提出ください。 
 なお、文科省の方針によりオンライン授業を受けることにより登校しなかった日数は指導要録上
出席扱いとはなりません。（欠席にもならず出席停止となります）あらかじめ御了承ください。 
 

記  

 
１ 今回申し込まれた方へのオンライン授業の開始日 
  令和４年１月２１日（金）から 
 
２ 実施内容等 
（１）内容 授業における教員の指導内容をそのまま配信します。（基本的に固定画面で黒板と教

員が主に映ります。子供たちの様子は黒板前の発表の様子等一部を除き映りません。） 
（２）給食 御家庭でオンライン学習を行い、給食時間のみ登校し、喫食した後、下校して再び 

午後の授業をオンラインで受けることも可能です。給食を希望される場合は、１２時
３５分までに登校させてください。喫食する場所は個別に検討しお知らせします。 

 
３ その他 
 〇２学期から既にオンライン授業を継続している方は、今回、新たに申し込みをする必要はあり

ません。 
〇授業内容によっては、オンラインを実施しない授業もあります。 
〇現時点では、オンライン授業は上記のとおり希望者を対象に実施しますが、今後の感染拡大の
状況に応じて、「学級閉鎖」「学年閉鎖」「学校全体の臨時休業」を実施する際には、対象学
級・学年の全ての児童を対象としたオンライン授業を行うことがあります。 

〇給食を希望する場合は、保護者の責任の下、登下校の際の交通安全等に十分注意していただく
ようお願いいたします。 

               
 〔担当〕清瀬第十小学校 副校長 髙橋 浩一 

 電話 （０４２）４９３－４３１０ 
 

 
 

感染症対策等のための希望者を対象としたオンライン授業 参加希望票  
 

オンライン授業の参加を希望します   
 

給食の提供を      （ 希望します  ・  希望しません ） 
※ 給食を「希望しません」を選んだ方で、今後オンライン授業から通常の登校に変更を希望さ

れる際は、登校する日にちの４日前に学校まで御連絡ください。 
 
  令和 4年 1月  日 

 ●   年   組 児童氏名            保護者氏名           ● 

キリトリ 


